
条件担保に係る弁済配分に関する合意書 

平成  年  月  日 

                    甲                          

神戸市中央区浪花町62番地の1       

乙    兵庫県信用保証協会         

 理 事              

(以下甲という)は根抵当権設定者            との間に 

設定された根抵当権(極度額         円也、      法務局      出張所 

年   月   日受付第           号登記済)により担保された 

債務者            に対する債権の一部を兵庫県信用保証協会(以下乙という) 

から代位弁済を受けました。 

これにより上記根抵当権の一部は乙に移転し、準共有となりますが、上記根抵当権の処分時 

における甲の債権と乙の債権(下記条件担保債権)との弁済配分は、次のとおりとすることを 

双方とも異議なく合意します。  

なお、競売においては、双方とも本合意書どおりの配当になるように債権計算書を作成する 

ことを確認します。 

記 

1．金融機関優先 

根抵当権極度額         円也のうち、甲が         円也を上限に 

乙より優先して弁済を受ける。  

2．協 会 優 先 

根抵当権極度額         円也のうち、乙が         円也を上限に 

甲より優先して弁済を受ける。  

3．同 順 位 

根抵当権極度額         円也のうち、甲の担保枠         円也と 

乙の担保枠        円也との比率(  :   )にて双方がそれぞれ弁済を受ける。 

【 条件担保債権の表示】  

年  月  日付代位弁済 金            円也および損害金 

年  月  日付代位弁済 金             円也および損害金 


